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［総合評価］※上記４つの視点を踏まえ、事業全体を評価。区民生活への影響を十分考慮すること。 今後の方向性

拡大
改善
維持
縮小
廃止・終了

こどもクラブの定員は利用者数以上に整備されているが、児童の通う小学校内または近隣のこど
もクラブ以外は利用を希望しない傾向がある。今後も「台東区放課後対策の方針」に則って、待機
児童の減少に向け対応を進める。また放課後子供教室の実施等でこどもクラブの需要に変化が
あった場合は、定員等の見直しを行う。

改善

手段の適切性 4 プロポーザル方式により民間事業者を選定し、より良い事業者に運営を委託している。また、事業報告、アン
ケートの実施、保育指導担当職員による巡回指導などにより運営指導を行っている。

目的達成度 3 蔵前こどもクラブを開設し、需要のあるクラブの定員を増やしたが、待機児童の解消には至っていない。引き続
き解消に向け、放課後子供教室や児童館などを含めた放課後対策を進めていく。
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評価 評価の理由

必要性 3 児童人口の増加、保護者が就労等で昼間家庭にいない児童も増加しているため、児童の健全な育成を図るこ
どもクラブの必要性は高い状況である。

効率性 3 需要に応じた定員設定を行い、効率的な事業運営を行っている。また、国及び東京都からの補助金を最大限
活用して事業を進めている。

　一般財源（区負担額） 309,229 299,032 343,084

課題及び
今後の進め方

全体の定員数は、利用者と待機児童数の合計を上回っているが、学校や自宅近くのクラブを希望する児童が多く待機
児童が発生している。他近隣のクラブの紹介や定員の見直しの検討など待機児童解消に向け努めていく。

財源項目

(単位：千円)

　受益者負担額（使用料・手数料・負担金など） 41,693 42,786 47,338

　その他特定財源（国や都の支出金・財産収入など） 201,552 197,279 199,508

24,610 24,113 23,675

　総経費 552,474 539,097 589,930

事務事業コスト

(単位：千円)

　人にかかるコスト（人件費など） 11,592 11,313 25,507

　物にかかるコスト（物件費・維持補修費） 516,272 503,671 540,748

　その他のコスト（扶助費・補助費など）

成果指標

利用者数 人 1,415 1,090 1,077 1,139

活動指標

1,255

待機児童数 人 0 40

H30年度

540,881 527,784

目標値 実績 実績 実績 目標値 達成率

24 23 104.3%25 23 22

90.8%

56 59 0 -

564,422

こどもクラブ運営
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種　別 指標の名称 単位
R２年度 H28年度 H29年度 H30年度

定員数 人 1,415 1,195 1,165 1,242

こどもクラブの設置数（民設民営を含む） クラブ

1,255 99.0%

　
　　決算額　(単位：千円)

H28年度 H29年度
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行政計画 事業NO. 51 計画事業名

[事業開始] 昭和 年度

事業内容
[H30年度]

 共働き家庭等の児童に対し、授業の終了後や長期休業中に宿題、遊び、休息、おやつ提供、体調管理などを行い、基本的
生活習慣についての援助や自立に向けた手助け等を行う。

施設数 ：公設民営２３クラブ、民設民営１クラブ

委託の有無 一部委託
委託内容 　 事業運営委託

補助金の有無 国・都

 [基本目標]

令和元年度　事務事業評価シート

事務事業名 こどもクラブ運営
所
管

教育委員会

児童保育課

事業対象

事業目的
児童福祉法第6条の3第2項(放課後児童健全育成事業)に基づき、共働き家庭等の児童に対し、授業の終了後や長期休業中
に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図ることを目的とする。

 [施　　策] 8　教育環境の整備と児童・生徒の居場所づくり [終了予定] 　 年度

根拠法令等 条例・規則 〔法令等名〕
東京都台東区こどもクラブ条例、東京都台東区放課後児童健全育成事業の設備及び
運営の基準に関する条例

長期総合
計画体系

あらゆる世代が生涯にわたって成長し輝くまちの実現

事業の開始・終了年度

最終的な対象

直接の対象 区内在住の小学生で、放課後に帰宅しても保護者の就労・疾病等により、保育する保護者がいない児童

同上


